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身延町  令和７年度 高齢者対象 

帯 状 疱 疹
た い じ ょ う ほ う し ん

 

● 身延町では、帯状疱疹の予防接種をご希望の住民の方に、次のとおり予防接種

費用の一部を助成します。この予防接種は任意です。 

 
■ 接種助成期間 

■ 接種費用の個人負担 

◆ 接種費用から、公費助成額を差し引いた額を医療機関の窓口でお支払いください。 

◆ 公費助成額と助成回数は、次のとおりです。 

● 「生ワクチン」 を選択した場合： ４,４００円 を１回助成 

● 「組換ワクチン」を選択した場合：１１,０００円 を２回助成 

◆ 生活保護を受給されている方は、全額公費助成となります。 

◆ 接種費用の個人負担額は、医療機関ごとに異なります。あらかじめご確認ください。 

◆ 対象となる方への接種費用の助成は、接種助成期間中のみです。 

1. 接種日に身延町が発行した接種券を持参せずに接種した場合 

2. 接種日に身延町に住民票がない方が、身延町の発行した接種券を

使用して接種した場合 

3. 接種券に記載の接種券有効期間外に接種した場合 

次の場合は、接種費用の助成はありません 

■ 助成の対象となる方 

① 令和７年度中に満６５歳を迎える方。 

② ６０～６４歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり日常生活が

ほとんど不可能な方。 

③ 令和７年度から令和１１年度までの５年間の経過措置として、その年度内に  

７０、７５、８０、８５、９０、９５、１００歳※となる方も対象となります。

※令和７年度に限り、１００歳以上の方は、全員対象です。  
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助成は生涯で 
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● 「生ワクチン」と「組換ワクチン」の

両方を接種することはできません 

予防接種の費用助成のおしらせ  
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接種券 ( みどり ) 

◆ 接種するワクチンは、選択できます。 

◆ 接種するワクチンの種類によって、接種する回数が異なります。 

◆ 「生ワクチン」(阪大微研)を選択した場合は、  １ 回 接種します 

◆ 「組換ワクチン」（ＧＳＫ社）を選択した場合は、２ 回 接種します 

◆ 両方のワクチンを接種することは、できません。 

■ ワクチンの選択と接種回数 

■ 接種をご希望の方の手順 

説明書の内容確認 
医療機関へ事前に

接種予約と費用等

を確認 

１ ２ 

完了 

「生ワクチン」を接種した場合 

接種完了 

「組換ワクチン」を接種した場合 

接種日に医療機関

へ出かけ接種 

「組換ワクチン」

の２回目を接種日

に医療機関へ出かけ

接種 
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健康保険証* 

現金* 
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いる方は、接種券のみ 

接種券 (ちゃいろ) 

■ 予防接種が可能な身延町内の医療機関 

医療機関 所在地 電話番号 

 飯富病院 飯富1628番地 0556-42-2322 

 身延町営診療所 下部、古関、久那土、大須成、曙 0556-42-2322(飯富病院) 

 身延山病院 梅平2483番地167 0556-62-1061 

 しもべ病院 下部1063番地 0556-36-1111 

 高橋医院 梅平2408番地 0556-62-0143 
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上記のほか県内医療機関では概ね接種が可能となる見込みです。あらかじめ接種が可能か直接お問い合わせください。 


